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消費者センターですはい！

　近年、単身や高齢者世帯の増加、情報技術の急速な進歩により、消費者を取り巻く社会環境が変化す
るなか、悪質商法や特殊詐欺の手口は日々巧妙化、多様化し、若年者や高齢者の被害が後を絶ちません。
　稚内市は消費者被害防止のための啓発活動や市民が正しい判断ができるよう情報の提供及び相談窓口
の強化を図り、消費者保護対策をさらに進めてまいります。困ったこと、身に覚えのないこと等がおき
たときには、一人で悩まずに消費者センターへ相談してください。

※188（いやや）は、稚内市消費者センターの閉所日や土日祝日
　（年末年始を除く）も利用できます。

消費者庁
消費者ホットライン188
イメージキャラクター
「イヤヤン」

●消費者庁公式ツイッターで消費生活の最新情報更新中！
　　https://twitter.com/caa_shohishacho

　消費者ホットライン188（局番なし）は、近くの消費生活
センター等の消費生活相談窓口をご案内することにより、消
費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
　「悪質商法等による被害にあった」「ある製品を使ってけ
がをしてしまった」などの消費者トラブルで困っていること
はありませんか？
　そんなときは一人で悩まずに、全国どこからでも３桁の電
話番号でつながる消費者ホットライン「188（いやや！）」に
ご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。

出前講座
消費者被害防止

稚内市消費者センター
中央4丁目16番2号  保健福祉センター2階

相談受付時間／月曜日～金曜日10時～16時（ただし、祝祭日は除く）
電話／23－4133　FAX／23－4134

　町内会や学校等に出向き、出前講座を行っ
ています。
　内容は受講者の要望に合わせておりますの
で希望される方はご連絡ください。

●稚内市役所地方創生課広報・広聴グループ
　　　　　　　　　　　　　　☎23－6387

日時：令和元年10月5日（土）10時～14時
場所：副港市場
内容：パネル展示、リフォーム教室、
　　　啓発コーナー、クイズラリーなど
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あなたのくらしに役立つ情報がたくさんあります！

市長からのメッセージ
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大切なのは、すぐに相談することです。
困ったときは、一人で抱え込まないで
「消費者ホットライン188（局番なし）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　までお電話を！

『泣き寝入りは超いやや（188）！』
覚えてね！

大切 すぐ 相談す と す

一人で悩まず
まずは相談

や やい

相談受付時間以外に相談を希望する方は、
市役所くらし環境課市民生活グループ☎（直通）23－6413までご連絡願います。
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